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「川崎市住民投票制度検討委員会・フォーラム」開催概要（案） 

 

 

１ 開催名称 

（仮称）「投票による新たな参加の仕組みを考える」 

 

２ 開催目的 

これまでの検討の考え方をまとめ、検討委員会市民委員以外の多様な市民からも意見を聴

取し、そこで出された意見を今後の検討に反映させていくことを目的とする。 

 

３ 主 催 

川崎市住民投票制度検討委員会 

 

４ 対象者 

住民投票制度や市民自治に関心のある市民など 

 

５ 開催日時及び会場 

【第１回】平成 18 年 6 月 25 日 （日） 13:00～14:45  会場：多摩区役所・11 階会議室 

【第２回】平成 18 年 6 月 30 日 （金） 18:45～20:30  会場：ミューザ川崎・研修室 

【第３回】平成 18 年 7 月 5 日 （水） 18:45～20:30  会場：中原区役所・5階 502 会議室 

※会場については、80～100 名程度の収容が可能 

 

６ 開催プログラム 

※時間については、第２回目のプログラムを想定 

時 間 内  容 担 当 

 司会 検討委員 

18:45～ 
○開会あいさつ 

・フォーラム開催の目的 
検討委員 

 

18:50～ ○住民投票とは 

・住民投票の基礎知識 

・これまでに他都市で行われた住民投票の概観 

・想定される住民投票のフロー説明 

○これまでの川崎市での検討状況 

○自治基本条例の制定と住民投票制度 

○住民投票制度検討委員会の経過報告等について 

・住民投票制度検討委員会の位置付け、構成、検討体制、

検討経過 

事務局 
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時 間 内  容 担 当 

 

19：20～ ○個別項目の考え方 

 ・「制度創設の目的」、「対象事項」、「住民の請求資格

要件及び投票資格要件」、「成立要件」など、個別項

目（15 項目程度）ごとに、検討委員会での考え方

とその補足説明を資料にまとめ、それに基づき説明

を行う。 

 ・参加する市民の関心が高いと思われる項目を中心

に、パワーポイント等を用いて、わかりやすく説明

を行うこととする。 

 ・これまで検討がされていないが、考え方として示す

必要があると考えられる項目については、5/24 ま

での検討委員会において合意が得られた範囲で、そ

の考え方を示すこととする。 

検討委員 

19:50～ ○会場との意見交換 
検討委員 

及び事務局 

20:20～ ○今後のスケジュール 他 事務局 

20:25～ ○おわりに 総合企画局 

20:30 ○閉会 検討委員 

 

 

７ その他 

・概要については、第８回検討委員会（5/24）までに詳細を決定する。 

・市政だより（6/1 号）や市ホームページへの掲載、チラシ等の作成など、積極的に広報を

行っていく。 


